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都市計画法第 32条に係る同意・協議手続に関する 
アンケート結果の集計について 

 
 
県下で許可処分を行なっている 11 市に対し、都市計画法第 32 条の規定に基づく同意・
協議などについてのアンケート調査を行なった結果、10 市から回答が得られたため、その
内容について次のとおりまとめました。 
 
１ 32 条の同意・協議に係る手続について、条例・要綱等が制定されていますか？ 

「有」と答えた市・・・ ４ 
「無」と答えた市・・・ ５ 
その他・・・ １（公共施設の種別によって有るものと無いものがある） 
＊ 「有」、「無」それぞれについて、明文化された規定はないが要綱等に基づいて

32 条に係る同意・協議を行なっているところが多く、一概に「有」、「無」に振り
分けられない。 
⇒【参考】明確な定めはないが条例・要綱等で行なっていると答えた市・・・ ５ 

 
２ 公共施設管理者の同意を証する書面等について、どのような書類によって手続を行な

っていますか？ 
・条例・要綱等に基づいて締結された協定書・協議書をもって行なう・・・ ３ 
（32条の同意協議という文言を明記・各添付図書に同意印を押印等） 
・条例手続（自主・委任が混在）により全ての課との協議が整ったことを書類で確認し

た後、32条の同意・協議の申し出を受け、同意・協議の締結を行なう・・・ １ 
（手続を二段階で行なっている（条例で明確に 32条の手続を規定していない）） 
・条例手続により締結された協定書等は別に 32条に関する書類を作成している・・・ ２ 
（手続は条例の手続とかねて行なうが、書類は条例、法律と明確に区別している） 
・32条に基づく同意・協議のみの手続を行なっている・・・ ４ 
（様式、手続の流れなどは各公共施設管理者が各々定めている） 
 
３ 公共施設管理者とその用地の所有者が同一の場合の法第 33 条第 1 項第 14 号に係る同

意について、どの様に行なっていますか？ 
(1) 32条の同意書類で足りるとしている・・・ ８ 
(2) 32条の同意書類に 33条 1項 14号の同意についての記述がある・・・ １ 
(3) それぞれの手続書類に基づき、同意を行なっている・・・ ０ 
(4) その他（法第 32条の規定に基づく同意と法第 33条第 1項第 14号の規定に基づく

同意の趣旨は異なるものであり、本来はそれぞれについて取得するものだと考えま

すが、実際は、実務の簡素化のため、法第 32条の規定に基づく同意書類のみで対応
しています）・・・ １ 
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４ ３の手続についてどのような考えに基づいていますか。？ 

・法第 32条の同意・協議において、法第 33条第 1項第 14号の同意を包含していると判
断しているので別途書類は作成していない・・・ ７ 

・公共施設管理者としての法第 32条同意プラス、一地権者としての法第 33条第 1項第
14号の同意について規定するスタンスにたっている・・・ １（3(2)の回答市） 

・施設管理者に用地の処分権限まで委任されている事例はなく、法第 32条の同意と法第
33 条第 1 項第 14 号の同意は内容が異なるものと判断し、土地所有者の同意は必要と
考える・・・ １ 

・3(4)（その他）のとおり、主として業務の簡素化に基づく・・・ １ 
 
５ 法第 32 条で同意し、法第 33 条第 1項第 14 号で不同意とすることが実務上あるいは解

釈上想定されますか。？ 

 ・法第 32 条の同意・協議のなかに土地所有者の同意も包含されているとの見解から、切

り離した同意・不同意の判断は実務上行なえない・・・ ７ 

 ・実務上は切り離せないものと考え取り扱っている・・・ １（3(2)の回答市） 
 ・法第 32 条と法第 33 条第 1項第 14 号の規定で求めている同意の趣旨は異なるため、法

解釈上は一方を同意、一方を不同意とすることは可能と考える・・・ １（3(4)の回答
市） 

 ・事例がない・・・ １ 

 

６ 法第 32 条で同意協議の対象範囲は事業区域内だけとなりますか。事業区域外であって

も同意・協議の対象としますか。？ 

 ・開発区域外であっても開発行為に関係がある公共施設については、同意・協議の対象

とする・・・９ 

 ・同意・協議の対象は、事業区域内と考えている・・・１ 

 
７ 法第 32 条における公共施設の事業区域への編入に係る同意（編入同意）について明文

化された基準などがありますか。？ 

 ・明文化したものはなく個別の案件ごとに判断している・・・ ６ 
 ・「建設省所管公共用財産に関する事務処理要領」のなかの第 11節 都市計画法第 32条
編入同意を準用している。・・・ １ 

 ・道路及び水路については、「都市計画法第 32 条に基づく同意及び協議等に関する事務
処理要領」を定めている・・・ １ 

 ・道路敷については法第 32条の同意・協議に中で行為者と調整するが、基準としては「市
道の認定、廃止などの基準」により行なっている・・・ １ 

 ・開発指導要綱の「都市施設整備基準」において公道及び水路を開発区域に含む場合の

編入同意協議を規定している・・・ １ 
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８ 道路等の公共施設の編入同意を判断するにあたり、どのような体制で行なわれていま

すか。？ 

 ・各公共施設管理者の判断で行なう（庁内協議会等の体制あり）・・・ ５ 
 ・各公共施設管理者の判断で行なう（庁内協議会等の体制なし）・・・ １ 
 ・（所管課の判断を尊重する形で）土地利用委員会調整部会で決定・・・ １ 
 ・個別案件ごとに行為者あるいは関係課と協議、調整を行なう・・・ ２ 
 ・不明・・・ １ 
 

９ 事前相談の段階で接道要件及び編入同意の可否について判断を求められた場合どのよ

うな対応をしていますか。？ 

 ・事前相談の段階で明らかに成り立たないもの、計画の補正が必要なものについてはそ

の旨伝える・・・ ８ 
（担当者レベルでの意見調整、事前相談書に基づく判断、開発調整会議での判断等） 

 ・事前相談の段階では可能性という形で是非を伝える。最終意思決定機関は開発調整部

会であり、土地購入についてはリスクが伴う旨を伝える・・・ １ 
 ・事前相談の手続がない。計画が成り立たないものについては、「土地利用関連調整条例」

の最初の手続（法令確認申請）で指摘されることから、結果として計画が進まないこ

ととなる・・・ １ 



ＮＯ．１－1 

 

都市計画法第 32 条の同意・協議手続等に係るアンケート結果について ＜その１＞ 
 鎌 倉 市 藤 沢 市 秦 野 市 横 浜 市 川 崎 市 横 須 賀 市 

１ 32 条の同意・

協議に係る手続

について、条

例・要綱等が制

定されています

か？ 

条例・要綱等の制定 （ 有 ・ 無 ） 

「鎌倉市開発事業等における手続及

び基準等に関する条例（以下、「手続基

準条例」という）」 

 

＊ 法第 32 条の同意・協議について、

条例のなかで明文化された規定とは

なっていませんが、条例手続の中で

兼ねて行なっています。 

条例・要綱等の制定 （ 有 ・ 無 ） 

「藤沢市開発行為及び中高層建築物

の建築に関する指導要綱（以下,「指導

要綱」という）」により，法第 32 条に関

するものと指導要綱上のものを含めて

手続を行っております。 

なお，法第 32 条の同意・協議と指導

要綱協議の区分等の明確な定めはあり

ません。 

条例・要綱等の制定 （ 有 ・ 無 ）

平成１２年７月１日付けで秦野市ま

ちづくり条例が施行され、開発行為に

おける手続き・公共施設等の整備基準

等が条例という形で明文化されまし

た。 

 いわゆる 32 条の同意・協議について

は、これらの基準等を充足して始めて

締結されるシステムになっているにも

関わらず、条例上その旨を謳った条文

等はありません。 

本来、32 条協議の範疇ではない負担

（自治会館用地の帰属、集会所の建設、

駐車場の設置等）も課していることか

ら、条例制定の範囲を逸脱していると

の誤解を避けるために敢えて明記して

いないのかもしれませんが、制定時の

真意は判りません。 

しかし、前述のとおり実質的には「32

条の基準・要件」となっていること、

窓口等における行政指導の拠り所とな

っていること等を鑑み、何らかの形で

条例と 32 条同意・協議の関係を明示す

る必要があると考えます。 

条例・要綱等の制定 （ 有 ・ 無 ）

公共施設の種別によって、要綱が有

るものと無いものがあるが、道路につ

いては「開発行為に伴う道路に関する

手続要綱」（別添付）があり、その中で

32 条の同意・協議に係る手続を制定し

ている。 

 

条例・要綱等の制定 （ 有 ・ 無 ） 

本市では、都市計画法に基づく開発

行為等の規制に関する細則（昭和４７

年３月３１日規則第７６号、以下「細

則」という。）第 2条に、「都市計画法

（以下「法」という。）第 29 条第 1 項

の規定による開発行為の許可(以下「開

発許可」という。)を受けようとする者

は、その開発行為に関する設計の内容

その他開発許可を受けるのに必要な事

項について、あらかじめ審査を受ける

ことができる」と、事前審査ができる

旨を規定しております。事前審査は、

法第 32 条に基づく協議を円滑に行う

ことを目的に設けられた制度であり、

この手続きの中で、法第 32 条の規定に

基づく協議を行うことができます。 

また、一定規模以上の開発行為又は

建築行為に先立って、事業者に近隣関

係住民に対して計画内容を周知させる

ことを義務付けた「川崎市建築行為及

び開発行為に関する総合調整条例（以

下、「調整条例」という。）」を平成１６

年１月１日より施行しており、調整条

例の適用を受ける開発行為につきまし

ては、上述の事前審査を省略しており

ます。事前審査を省略した開発行為に

つきましては、調整条例第１９条の規

定に基づく公共施設の管理者との協議

と併せて、法第 32 条の規定による協議

を行うことになります。 

条例・要綱等の制定 （ 有 ・ 無 ）



ＮＯ．１－2 

 

２ 公共施設管理

者の同意を証す

る書面等につい

て、どのような

書類によって手

続を行なってい

ますか？ 

手続基準条例第28条の規定に基づく

協定の締結をし、締結された協定書及

び添付図書が法第32条に基づく同意を

証する書面及び協議の経過を示す書面

の内容を兼ねた書類となっています。 

 

＊ 法第32条の手続のみを行なうため

の手続の流れや様式については定め

られていません。 

指導要綱に基づき，管理主管課の個別

協議が終了しますと，管理主管課より開

発業務課に同意を証する書面及び図面

が送付されるため，それらをとりまとめ

協議書を作成し，事業者と締結します。 

事業者は，開発許可申請の際に公共施

設管理者の同意を証する書面等として

その協議書の写しを添付します。 

貴市と同様に，法第 32 条の手続のみ

を行なうための手続の流れや様式につ

いては定められていません。 

開発調整部会で関係各課等の意見な

どを集約した後、当該意見等を各課に

Ａ３版用紙の表裏にまとめたもの（調

整・指示事項一覧表）を作成し、事業

者（代理人）に渡します。 

 一覧表の各課意見の横には、事業者

と各課との協議が整ったことの証であ

る調整印押印のための欄が設けられて

おり、全ての欄が調整印で埋まって始

めて 32 条同意・協議の申し出となりま

す。同意・協議の締結は、総合調整担

当課である開発指導課が行います。 

 この場合、32条に関係のある部局（道

路・下水・消防・公園など）の意見等

には、それが同意・協議のための基準・

条件であることは明記されていません

ので、都市計画法の一連の手続きの中

では、それ以外の課の意見等と、軽重

という意味においては同等に扱われま

す。 

道路については問 1 のように定めてい

る。 

法第 32 条の規定に基づく同意を証

する書面に関しては、統一した様式は

定めておらず、各管理者が各々定める

様式によります。 

法第 32 条の規定による同意・協議に

係る手続については、各公共施設管理

者毎に個別に行なっているため、流れ

や様式については、特段定めてはいま

せんが、本市の自主条例である｢適正な

土地利用の調整に関する条例｣による

手続と同意・協議先が重複する場合が

多いため、その場合は、同条例の手続

の中で法第 32 条の手続を行なうこと

となります。 

３ 公共施設管理

者とその用地の

所有者が同一の

場合の法第 33

条第1項第14号

に係る同意につ

いて、どの様に

行なっています

か？  

土地所有者と同一であれば、公共施

設管理者の同意を証する書面（協定書）

で足りるとの判断から、別途 33 条 1項

14 号に係る書類（同意書）は作成して

いません。 

 

＊ 32 条同意＝協定書に包含されると

いう考え方です。  ⇒  １  

公共施設に係る土地所有者（33 条 1 項

14 号）の同意について 

１ 32 条の同意書類で足りるとしてい

る（鎌倉市と同様） 

２ 32 条の同意書類に 33 条 1 項 14 号

の同意についての記述がある 

３ それぞれの手続書類に基づき、同意

を行なっている 

４ その他（     ） 

※ 本市では公共施設管理者が,法第

32 条の同意・協議において法第 33 条

第 1 項第 14 号を包含して同意してい

ると判断しています。⇒ 1   

公共施設に係る土地所有者（33 条 1項

14 号）の同意について 

１ 32条の同意書類で足りるとしてい

る（鎌倉市と同様） 

２ 32 条の同意書類に 33 条 1項 14 号

の同意についての記述がある 

３ それぞれの手続書類に基づき、同

意を行なっている 

４ その他（     ） 

⇒   １    

貴市と同様(1)に考えます。ただし、

当該土地の所有者が市のときには、開

発指導課において締結する 32 条同

意・協議のほかに、同条第１項の規定

に基づく部分に関し、開発区域内に編

入することに同意する旨が公共施設の

管理者からも書面で事業者に伝えられ

ますので、結果として１４号同意のよ

うな機能を果たしています。 

公共施設に係る土地所有者（33 条 1項

14 号）の同意について 

１ 32条の同意書類で足りるとしてい

る（鎌倉市と同様） 

２ 32 条の同意書類に 33 条 1項 14 号

の同意についての記述がある 

３ それぞれの手続書類に基づき、同

意を行なっている 

４ その他（     ） 

⇒   1     

公共施設に係る土地所有者（33 条 1項

14 号）の同意について 

１ 32条の同意書類で足りるとしてい

る（鎌倉市と同様） 

２ 32 条の同意書類に 33 条 1項 14 号

の同意についての記述がある 

３ それぞれの手続書類に基づき、同

意を行なっている 

４ その他（法第 32 条の規定に基づく

同意と法第 33 条第 1 項第 14 号の規

定に基づく同意の趣旨は異なるもの

であり、本来はそれぞれについて取

得すべきものだと考えますが、実際

は、実務の簡素化のため、法第 32

条の規定に基づく同意書類のみで対

応しております。） 

⇒   ４   

公共施設に係る土地所有者（33 条 1項

14 号）の同意について 

１ 32条の同意書類で足りるとしてい

る（鎌倉市と同様） 

２ 32 条の同意書類に 33 条 1項 14 号

の同意についての記述がある 

３ それぞれの手続書類に基づき、同

意を行なっている 

４ その他（     ） 

⇒   1     



ＮＯ．１－3 

 

４ ３の手続につ

いては、どのよ

うな考えに基づ

くものですか？ 

「開発許可制度の解説」等によれば、

『公共施設管理者と土地所有者が異な

る場合、法第 33 条第 1 項 14 号の同意

を必要とするが、施設管理者に用地の

処分権限まで委任されていれば、あら

ためて土地所有者の同意を要しないと

考えるべきである。』とあることから、

本市では法第 32 条の同意・協議におい

て法第 33 条第 1 項第 14 号の同意を包

含していると判断していることから、

別途土地所有者の同意としての書類は

作成していません。 

貴市と同様の考えです。 貴市と同様に考えます。 

なお、公共施設の管理者以外の者（市

他部局）の所有管理する土地に係る同

意（第 33 条第 14 号）は得ています。

貴市に同じ 上記のとおり、主として業務の簡素

化に基づくものです。 

貴市と同様の考え方により、開発区

域内の公共施設については、法第 32 条

の同意・協議がなされていることをも

って法第 33 条第 1 項第 14 号の同意を

包含しているものと判断しております

５ 編入同意を要

する開発行為に

ついて、法第 32

条で同意し、法

第33条第1項第

14号で不同意と

することが実務

上、あるいは法

解釈上想定され

ますか？ 

具体的な事

例があれば教

えてください。 

法第 32 条の同意・協議のなかに土地所

有者の同意も包含されている、との見

解に基づいていることから、切り離し

た同意・不同意の判断は実務上行えな

いものと考えています。 

また、行政計画のない用地において、

開発阻止のための不同意は財産権の侵

害にあたるとも考えています。 

＊ 法第32条では他事考慮により同意

を拒んだりすることは法の趣旨を逸脱

した運用となることから、公共施設管

理者として同意せざるを得ない場合

に、土地所有者として不同意とするこ

とをもって、開発許可の妨げの手段と

すべきとの意見が寄せられています。 

貴市と同様の考えです。 貴市と同様に考えます。 

 

ない（問 4のとおり） 質問３の回答のとおり、本来は法第

32 条と法第 33条第 1項第 14号の規定

で求めている同意の趣旨は異なるた

め、法解釈上は一方を同意、もう一方

を不同意とすることは可能であると考

えます。 

４の回答のとおり法第 32 条の同

意・協議については、法第 33 条第 1項

第 14 号の同意を包含しているもので

あるため、設問のような状況は、実務

上生じませんので、事例もありません。

６ 法第 32 条に

係る同意・協議

の対象範囲は事

業区域内だけと

なりますか、あ

るいは、事業区

域外であっても

開発行為に関す

る工事として、

同意・協議の対

象としています

か？ 

区域外整備部分については、各管理

法及び条例等に基づく手続きとなって

いることから、開発行為に係る同意・

協議の対象は事業区域内と考えていま

す。 

 

＊ 例えば、区域外の道路工事につい

ては、道路法の承認工事の手続で対

応しています。 

開発区域に接する道路及び公共下水

道への接続のための区域外の下水整備

については，開発行為により影響があ

ると考えられるため，あらかじめ公共

施設管理者と協議を行い，同意をとっ

ております。 

都市計画上は開発区域内外の道･道

路との機能回復や接続に伴う、同意協

議が必要と考えます。 

 しかし、実務的には開発区域外の工

事は、開発行為に係る同意・協議の一

環として行われますが、道路法、下水

道法に基づく許可等の形を採った方

が、管理者による直接の監督処分等の

対応が可能になることなどから確実な

施行がより担保できると考えます。 

 

区域外整備部分についても、何らか

の改変を加えなければ工事が行なえな

いため、法第 32 条第 1項の同意対象と

している。 

開発区域外であっても、開発区域か

ら幹線道路に至るまでの既存道路で、

整備の必要がある区間につきましては

「開発行為に関する工事の区域」とし

て設定し、同区域も法第 32 条の規定に

よる協議の対象としています。 

開発行為に関係がある公共施設につ

いては、開発区域の内外を問わず、法

第 32 条の規定による同意・協議の対象

として取り扱っております。 

なお、具体的な手続等に関しては

各々の公共施設管理者の判断にて行な

われております。 
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７ 法第 32 条に

おける公共施設

の事業区域への

編入に係る同意

（編入同意）に

ついて、明文化

された基準・内

部要綱等はあり

ますか？ 

明文化されたものは何もなく、機能

代替性・利便性の向上等といった観点

から、個別の案件ごとに判断していま

す。 

 

＊ 県開発審査会において、本市の編

入同意の手法等について指摘を受け

たこともあり、貴市の状況を参考に

させていただきたいと思います。 

貴市と同様です。判断については，

公共施設管理者が行っております。 

神奈川県が作成した「建設省所管公

共用財産に関する事務処理要領（昭和

５８年６月１日用第６８号）」中第１１

節 都市計画法第 32 条編入同意（第４

７条～第５２条）を準用する形で、案

件の特殊性を考慮しながら、その都度

判断しています。 

 

「編入同意」について明文化された

ものはない。 

本市が管理する道路及び水路に関し

ましては、道路、水路管理者が、法第

32条の規定による協議及び同意につい

て、手続き及び同意の承認基準等につ

いて規定した「都市計画法第 32 条に基

づく同意及び協議等に関する事務処理

要領」を定めております。 

編入同意の対象となる公共施設とし

ては、主に市が管理する道路敷が一般

的であり、事業区域への編入を認める

か否かは、法第 32 条の同意・協議の中

で行為者と調整することとしていま

す。 

この場合の同意・協議の基準として

は、「市道の認定、廃止等の基準」（別

紙参照）により行なっております。 

８ 道路等の公共

施設の編入同意

を判断するにあ

たり、どのよう

な体制で行なわ

れていますか？ 

編入同意等について、関係課

との連絡、調整及び協議を行な

うため、開発事業等協議会を庁

内に設置し、一定規模以上の案

件等について判断をしている。  

 

＊  県開発審査会より編入同意

の手法等について指摘を受け

たことを踏まえ、庁内の編入

同意を判断するまでの過程に

ついての見直しを行なってお

り、その参考とさせて下さい。 

編入同意については、公共施設管理

者に判断を委ねています。 

なお，各物件ごとに，指導要綱に基

づく事前協議において，庁内の関係部

局で構成された「藤沢市土地建物指導

委員会」で審議しております。 

基本的には、所管課の判断を尊重す

る形で、秦野市土地利用委員会調整部

会（参照 1）で決定します 。 

問 5のとおり 道路又は水路の同意等につきまして

は、本市建設局が所管しております。 

また、本市では、宅地造成工事又は

開発行為に係わる適切な土地利用の誘

導及び関係各課との調整による宅地開

発事務の円滑化を図るため、関係各課

が横断的に参加する協議会として、「川

崎市宅地開発事務調整会議」を設けて

おり、（１）市街化区域内における開発

行為及び宅地造成工事、（２）市街化調

整区域内における開発行為、建築行為

又は宅地造成工事、（３）その他会長が

審議等を行う必要があると認めるも

の、について審議を行っております。 

編入同意は、法第 32 条の同意・協議

に含まれているため、同法による同

意・協議書の締結をもって、編入同意

がなされたものと判断しております。

９ 開発事業者か

ら事前相談の段

階で接道要件及

び編入同意の可

否について判断

を求められた場

合、どのような

対応をされてい

ますか？ 

また、内部的

な判断はどの

段階で行なっ

ていますか？ 

法申請の前段階で条例に基づ

く協議・審査等を行なうことか

ら、そもそも成り立たない事業

計画で手続を進めることは好ま

しくないため、事前相談の段階

で明らかに成り立たないもの、

計画の補正が必要なものについ

ては、その旨を伝えています。  

また、内部的には関係課と協

議を行ない、事前相談の段階で

一定の確認をするとともに、事

業の実行性について判断してい

ます。  

貴市と同様の考えです。 窓口等における事前相談の段階で

は、所管課内部（必要であれば開発部

局等も交え）で検討し、可能性という

形でその是非を伝えています。あくま

でも最終意思決定機関は開発調整部会

であり、開発行為を目途とした土地購

入等については、当然のリスクを伴う

旨を伝えています。 

 

貴市に同じ  本市では、開発許可申請に先立ち、

事業者に対して、開発審査課へ「開発

行為事前相談書（以下「相談書」とい

う。）」を提出させて、当該計画の開発

許可の要否を判断しております。 

予定建築物が接道要件を満たしてい

ない又は法第 33 条の技術基準を満た

していないなどについて、相談書の提

出又は調整条例第 19 条の規定による

協議及び法第 32 条の規定による協議

の段階で明確に判断できる場合は、事

業者に対して計画を修正する旨を伝え

ております。 

本市においては、事前相談等の手続

を行なっていないため、接道要件につ

いては、「開発行為の手引き」により窓

口対応にて説明し、編入同意について

は、当該公共施設の所管課での窓口対

応にて説明しております。 

なお、具体的な土地利用については、

本市の｢土地利用関連調整条例｣の手続

の中で計画の熟度を上げていくことに

なりますが、根本的に問題があり計画

が成り立たないものについては、同条

例の最初の手続（法令確認申請）の段

階で指摘されるため、結果として計画

が進まないこととなります。 
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都市計画法第 32 条の同意・協議手続等に係るアンケート結果について ＜その２＞ 
 平 塚 市 小 田 原 市 茅 ヶ 崎 市 大 和 市 厚 木 市 

１ 32 条の同意・

協議に係る手続

について、条

例・要綱等が制

定されています

か？ 

条例・要綱等の制定 （ 有 ・ 無 ） 

平塚市開発事業指導要綱を制定して

います。 

条例・要綱等の制定 （ 有 ・ 無 ） 

小田原市開発事業に係る手続及び基

準に関する条例（以下手続基準条例） 

手続基準条例は貴市同様、都計法第

32 条同意・協議について明文化されて

いないが、都計法第 29 条 1項に規定す

る開発許可を要する開発行為（自己専

用住宅は除く）は適応対象となり、ま

た都計法第33条3項の技術細目をあげ

た委任条例である。 

条例・要綱等の制定 （ 有 ・ 無 ）

特に定めておりません。 

条例・要綱等の制定 （ 有 ・ 無 ）

・大和市街づくり指導要綱（以下「要

綱」という。） 

・大和市開発事業の手続き及び基準に

関する条例（以下「条例」という。）

 

※平成２０年７月１日条例の施行に伴

い、要綱は廃止します。法３２条の同

意協議については、当市においても明

文規定はありません。 

条例・要綱等の制定 （ 有 ・ 無 ） 

 

「厚木市住みよいまちづくり条例」の

手続きと兼ねて行っています。 

２ 公共施設管理

者の同意を証す

る書面等につい

て、どのような

書類によって手

続を行なってい

ますか？ 

開発事業指導要綱の規定に基づく各

管理者との協議結果を確認した後に 

「開発行為に関する協定書」を締結し

ています。 

協定書の書式では、都市計画法３２

条の同意協議により、という文言で明

記しています。 

必要図面を添付のうえ手続基準条例

に基づく協定書を取り交わし、これと

は別に協定の締結及び都計法第 32 条

同意・協議を兼ねた書類を事業主宛、

発行している。 

また、手続基準条例に適合しない開

発行為については、都計法第 32 条同

意・協議のみの書類を発行している。 

申請者より提出される「都市計画法

第 32 条による協議について」に基づき

同意協議を行ない、「都市計画法第 32

条の規定に基づく公共施設に関する同

意及び協議書」により協議締結をして

います。 

・協定書の添付図書である土地利用計

画図、公図写、公共施設新旧対象図

に雨水計算書を加え同意書の添付図

書とし、公図写を除いた各図書に同

意印を押印します。 

・協定の締結については、条例第１４

条において明文化されました。 

・貴市と同様に法第３２条の手続きの

みを行うための様式等は定めており

ません。 

「厚木市住みよいまちづくり条例」に

基づく承認とは別に都市計画法第３２

条に基づく同意・協議書としています。 

３ 公共施設管理

者とその用地の

所有者が同一の

場合の法第 33

条第1項第14号

に係る同意につ

いて、どの様に

行なっています

か？  

公共施設に係る土地所有者（33 条 1項

14 号）の同意について 

○1  32条の同意書類で足りるとしてい

る（鎌倉市と同様） 

２ 32 条の同意書類に 33 条 1項 14 号

の同意についての記述がある 

３ それぞれの手続書類に基づき、同

意を行なっている 

４ その他（     ） 

⇒   １   

公共施設に係る土地所有者（33 条 1項

14 号）の同意について 

１ 32条の同意書類で足りるとしてい

る（鎌倉市と同様） 

２ 32 条の同意書類に 33 条 1項 14 号

の同意についての記述がある 

３ それぞれの手続書類に基づき、同

意を行なっている 

４ その他（     ） 

⇒   １   

公共施設に係る土地所有者（33 条 1項

14 号）の同意について 

１ 32条の同意書類で足りるとしてい

る（鎌倉市と同様） 

２ 32 条の同意書類に 33 条 1項 14 号

の同意についての記述がある 

３ それぞれの手続書類に基づき、同

意を行なっている 

４ その他（     ） 

⇒   ２   

公共施設に係る土地所有者（33 条 1項

14 号）の同意について 

１ 32条の同意書類で足りるとしてい

る（鎌倉市と同様） 

２ 32 条の同意書類に 33 条 1項 14 号

の同意についての記述がある 

３ それぞれの手続書類に基づき、同

意を行なっている 

４ その他（     ） 

⇒   １   

公共施設に係る土地所有者（33 条 1項

14 号）の同意について 

１ 32条の同意書類で足りるとしてい

る（鎌倉市と同様） 

２ 32 条の同意書類に 33 条 1項 14 号

の同意についての記述がある 

３ それぞれの手続書類に基づき、同

意を行なっている 

４ その他（     ） 

⇒   １   

４ ３の手続につ

いては、どのよ

うな考えに基づ

くものですか？ 

貴市と同様の扱いをしています。 貴市同様、都計法第 32 条に包含する

と判断している。 

公共施設管理者としての法 32 条の

同意プラス、一地権者として法 33 条 1

項 14 号の同意について規定するスタ

ンスに立ち経息しております。 

施設管理者に用地の処分権限まで委

任されている事例はなく、法第 32 条の

同意・協議と法第 33 条第 1 項第 14 号

の同意は同意の内容が異なるものと判

断し、土地所有者の同意は必要である

と考えます。 

貴市と同様のものです。 
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５ 編入同意を要

する開発行為に

ついて、法第 32

条で同意し、法

第33条第1項第

14号で不同意と

することが実務

上、あるいは法

解釈上想定され

ますか？ 

具体的な事

例があれば教

えてください。 

貴市と同様の考えです。 

事例はありません。 

貴市同様、都計法第 32 条同意・協議

に包含されているものとし、編入同意

を切り離した判断は想定していない。 

法 32条の同意と法33条 1項 14号の

同意について、実務上は切り離せない

ものと考え、取り扱っております。 

なお、法解釈上は非常に難しい問題

ですが、本市においては併記する形で

取り扱っております。 

 事例がありません。 想定しておりません。 

６ 法第 32 条に

係る同意・協議

の対象範囲は事

業区域内だけと

なりますか、あ

るいは、事業区

域外であっても

開発行為に関す

る工事として、

同意・協議の対

象としています

か？ 

「開発許可制度の解説」にもあると

おり、事業区域外であっても前面道路、 

接続道路、及び区域に接する水路等の

整備について協議の対象としていま

す。 

開発区域外の工事について、自費工

事、占用工事の手続きは別途管理者と

の間で行うが、開発工事の関連工事と

考えているため、これらの工事も含め

都市計画法 32 条同意・協議の対象とし

ている（手続基準条例における協定の

締結時には、これらの工事申請の書類

を添付させている）。 

開発区域内だけに限らず、開発区域

外であっても開発区域が接することと

なる道路等は、法 32 条に係る同意協議

の対象と考えます。 

同意・協議の対象は事業区域内と考

えます。 

同意、協議の対象としています。 

７ 法第 32 条に

おける公共施設

の事業区域への

編入に係る同意

（編入同意）に

ついて、明文化

された基準・内

部要綱等はあり

ますか？ 

開発事業指導要綱の「都市施設整備

基準」において、公道及び水路を開発

区域に含む場合の編入同意協議を規定

しています。 

貴市同様、個別に判断している。 明文化されたものはなく、個別の案

件ごとに判断しています。 

明文規定はなく、個別案件ごとに判

断します。 

明文化したものはありません。 
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８ 道路等の公共

施設の編入同意

を判断するにあ

たり、どのよう

な体制で行なわ

れていますか？ 

２０年３月までは水路と道路の管理

部局は別々でしたが、定期に開催され

る指導調整会議により関係課との協議

は行われていました。 

４月以降は下水道部と道路部が統合

され、水路、道路ともに土木部の所管

となりましたので、同一部内の協議に

なっております。また、７月１日の「ま

ちづくり条例」施行後も、指導調整会

議での各課との協議は継続されます。 

審査に当たっては、管理担当課から

の編入同意書により判断しています。 

編入が可能か関係課と協議するよう

指導し、開発調整会議にて協議内容の

報告、必要に応じ補正を行う。その結

果に基づき、手続基準条例の編入同意

申請書に反映させている。 

個別の案件ごとに、関係課と協議、

調整を行なっております。 

各公共施設管理者の判断によりま

す。 

なお、庁内協議会等の体制はとって

おりません。 

一定規模以上のものについては開発

調整会議にて調整を行っている。 

判断についてはそれぞれの管理者が

行っている。 

９ 開発事業者か

ら事前相談の段

階で接道要件及

び編入同意の可

否について判断

を求められた場

合、どのような

対応をされてい

ますか？ 

また、内部的

な判断はどの

段階で行なっ

ていますか？ 

許可見込みのあるものについて、事

前相談時点で担当者レベルでの意見調

整を行い、必要により計画の補正をお

願いしている。 

貴市同様の指導をしている。計画が

成立するもの、判断できないものにつ

いては、直接関係課と協議するよう指

導し、開発調整会議で判断している。 

本市に置きましても、成り立たない

事業計画により手続を進めることは好

ましくないため、事前相談の段階で明

らかに成り立たないもの、計画の補正

が必要なものについては、その旨指示

しています。 

また、内部的にも関係課と個別に協

議を行ない、事前相談の段階で一定の

方向性を確認しています。 

・接道要件については、法令に基づき

指導します。 

・編入同意の可否については、各公共

施設管理者との協議が必要であるこ

と指導します。 

事前相談の段階で道路管理者、建築

確認部局との調整を指導しています。 
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岡本二丁目マンション計画調査対策委員会の協議状況 

 

  
 ○ 平成 19年 2月 5日（月） 
    「第 1回 岡本二丁目マンション計画調査対策委員会」  
    「第 1回 岡本二丁目マンション計画調査対策委員会 調査チーム」 
     
 ○ 平成 19年 2月 9日（金） 
    「岡本二丁目マンション計画調査対策委員会合同（調査及び改善）ワーキング」 
    「第 1回 岡本二丁目マンション計画調査対策委員会 調査ワーキング」 
     
 ○ 平成 19年 2月 16日（金） 
    「第 2回 岡本二丁目マンション計画調査対策委員会 調査ワーキング」 
     
 ○ 平成 19年 2月 22日（木）  
   「第 3回 岡本二丁目マンション計画調査対策委員会 調査ワーキング」    

 
 ○ 平成 19年 2月 23日（金） 
    「第 2回 岡本二丁目マンション計画調査対策委員会 調査チーム」  
 
○ 平成 19年 3月 14日（水） 

    「第 4回 岡本二丁目マンション計画調査対策委員会 調査ワーキング」    
 
○ 平成 19年 3月 27日（火） 

    「第 5回 岡本二丁目マンション計画調査対策委員会 調査ワーキング」    
 
○ 平成 19年 3月 27日（火） 

    「第 3回 岡本二丁目マンション計画調査対策委員会 調査チーム」  
 
○ 平成 19年 3月 28日（水） 

    「第 2回 岡本二丁目マンション計画調査対策委員会」  
 
○ 平成 19年 4月 6日（金） 

    「第 4回岡本二丁目マンション計画調査対策委員会 調査チーム」 
 
○ 平成 19年 4月 19日(木) 

    「第 5回岡本二丁目マンション計画調査対策委員会 調査チーム」 
 
○ 平成 19年 4月 23日(月) 

    「第 3回 岡本二丁目マンション計画調査対策委員会」  
 
○ 平成 19年 5月 11日(金)   

     内部ヒアリング  
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○ 平成 19年 6月 1日（金） 
     内部ヒアリングに伴う調整会議 

 
○ 平成 19年 6月 22日（金）及び 25日（月） 

     内部ヒアリング 
 
○ 平成 19年 6月 27日（水） 
 「第 6回 岡本二丁目マンション計画調査対策委員会 調査チーム」 

 
○ 平成 19年 8月 22日（水） 

     内部ヒアリングに伴う調整会議 
 
○ 平成 19年 9月 26日（水） 

「第 7回 岡本二丁目マンション計画調査対策委員会 調査チーム」 
 
○ 平成 19年 10月 22日（月）及ぶ 25日（木） 

     内部ヒアリング 
 
 ○ 平成 19年 10月 29日（月） 
     内部ヒアリング 
 
 ○ 平成 19年 11月 5日（月） 

「第８回 岡本二丁目マンション計画調査対策委員会 調査チーム」 
 
○ 平成 19年 11月 12日（月） 

    「第４回 岡本二丁目マンション計画調査対策委員会」  
  
 ○ 平成 19年 11月 19日（月） 
   「第 1回 岡本二丁目マンション計画調査対策委員会 改善ワーキング」  
      
 ○ 平成 19年 12月 17日（月） 
   「第 5回 岡本二丁目マンション計画調査対策委員会」  

 
○ 平成 20年 1月 17日（木） 

   「第 2回 岡本二丁目マンション計画調査対策委員会 改善ワーキング」 
       
 ○ 平成 20年 2月５日（火） 
   「第 3回 岡本二丁目マンション計画調査対策委員会 改善ワーキング」 
      
○ 平成 20年 2月 1５日（金） 

   「第 4回 岡本二丁目マンション計画調査対策委員会 改善ワーキング」 
  
 ○ 平成 20年 4月 11日（金） 
   「第 5回 岡本二丁目マンション計画調査対策委員会 改善ワーキング」 
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 ○ 平成 20年 5月 29日（木）  
   「第 6回 岡本二丁目マンション計画調査対策委員会 改善ワーキング」    
 
 ○ 平成 20年 7月 10日（木） 
   「第 7回 岡本二丁目マンション計画調査対策委員会 改善ワーキング」  
 
○ 平成 20年 7月 16日（水）  

   「第 9回 岡本二丁目マンション計画調査対策委員会 調査チーム」    
 
○ 平成 21年 1月 29日（木）  

   「第 8回 岡本二丁目マンション計画調査対策委員会 改善ワーキング」    
 
○ 平成 21年 3月 11日（水） 

   「第 10回 岡本二丁目マンション計画調査対策委員会 調査チーム」  
 
○ 平成 21年 4月 8日（水） 

   「第 11回 岡本二丁目マンション計画調査対策委員会 調査チーム 」  
 
○ 平成 21年 4月 10日（金） 

   「第 6回岡本二丁目マンション計画調査対策委員会」 
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岡本二丁目マンション計画調査対策委員会の協議状況 

【調査対策委員会】 

  
 
 ○ 平成 19年 2月 5日（月） 
    「第 1回 岡本二丁目マンション計画調査対策委員会」  
     議題 ・岡本二丁目マンション計画調査対策委員会設置要綱 
        ・調査チームのメンバーの指名について 
        ・その他 会議の公開について 
             第三者による調査の必要性について 
             結論をまとめる時期について 
             考査委員会との関連について 
 
○ 平成 19年 3月 28日（水） 

    「第 2回 岡本二丁目マンション計画調査対策委員会」  
     議題 ・いままでの経過について 
        ・第三者による機関設置の検討について 

 
○ 平成 19年 4月 23日(月) 

    「第 3回 岡本二丁目マンション計画調査対策委員会」  
     議題 ・内部ヒアリングの実施方法及び内容等について 

 
○ 平成 19年 11月 12日（月） 

    「第４回 岡本二丁目マンション計画調査対策委員会」  
   議題 ・「中間報告書（案）」について 
      ・第１回岡本二丁目マンション計画外部調査委員会の報告について 

  
 ○ 平成 19年 12月 17日（月） 
    「第 5回 岡本二丁目マンション計画調査対策委員会」  

議題 ・「岡本二丁目マンション計画調査対策委員会中間報告書 追加報告（案）」に

ついて 
        ・岡本二丁目マンション計画外部調査対策委員会の開催状況の報告について 
 
○ 平成 21年 4月 10日（金） 

    「第 6回岡本二丁目マンション計画調査対策委員会」 
     議題 ・「原因解明及び改善策について（素案）」について 
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岡本二丁目マンション計画調査対策委員会の協議状況 

【調査チーム及びヒアリングチーム】 

  
 
 ○ 平成 19年 2月 5日（月） 
    「第 1回 岡本二丁目マンション計画調査対策委員会 調査チーム」 
     議題 ・ワーキンググループの設置及びメンバーの指名について 
        ・調査の方法等について 
 
 ○ 平成 19年 2月 23日（金） 
    「第 2回 岡本二丁目マンション計画調査対策委員会 調査チーム」  
     議題 ・事実経過のまとめ方について 
        ・その他 （第三者による機関設置の検討について） 
 
○ 平成 19年 3月 27日（火） 

    「第 3回 岡本二丁目マンション計画調査対策委員会 調査チーム」  
     議題 ・事実経過の確認について 
        ・第三者による機関設置の検討について 
 
○ 平成 19年 4月 6日（金） 

    「第 4回岡本二丁目マンション計画調査対策委員会 調査チーム」 
     議題 ・第三者による機関設置の検討について 

 
○ 平成 19年 4月 19日(木) 

    「第 5回岡本二丁目マンション計画調査対策委員会 調査チーム」 
     議題 ・内部ヒアリングの実施方法及び内容等について 
 
○ 平成 19年 5月 11日(金)   

     内部ヒアリング  
 
○ 平成 19年 6月 1日（金） 

     内部ヒアリングに伴う調整会議 
 
○ 平成 19年 6月 22日（金）及び 25日（月） 

     内部ヒアリング 
 
○ 平成 19年 6月 27日（水） 
 「第 6回 岡本二丁目マンション計画調査対策委員会 調査チーム」 

   議題 ・ヒアリングチームにおける内部ヒアリングの進捗状況について 
      ・岡本二丁目マンション計画許可取り消し等に係る調査特別委員会への報告に

ついて 
 
○ 平成 19年 8月 22日（水） 

     内部ヒアリングに伴う調整会議 
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○ 平成 19年 9月 26日（水） 
「第 7回 岡本二丁目マンション計画調査対策委員会 調査チーム」 

   議題 ・岡本二丁目マンション計画外部調査対策委員会の設置について 
 
○ 平成 19年 10月 22日（月）及ぶ 25日（木） 

     内部ヒアリング 
  
○ 平成 19年 10月 29日（月） 

     内部ヒアリング 
 
 ○ 平成 19年 11月 5日（月） 

「第８回 岡本二丁目マンション計画調査対策委員会 調査チーム」 
   議題 ・事実経過の報告について 
      ・第１回岡本二丁目マンション計画外部調査委員会の報告について 

 
○ 平成 20年 7月 16日（水）  

    「第 9回 岡本二丁目マンション計画調査対策委員会 調査チーム」    
     議題 ・改善ワーキングにおける検討内容について 

   （第 1回から第 8回は、中間報告書を策定するために開催） 
 
○ 平成 21年 3月 11日（水） 
   「第 10回 岡本二丁目マンション計画調査対策委員会 調査チーム」  
     議題 ・改善ワーキングにおける検討内容について 

 
○ 平成 21年 4月 8日（水） 

    「第 11回 岡本二丁目マンション計画調査対策委員会 調査チーム 」  
     議題 ・「原因解明及び改善策について（素案）」について 
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岡本二丁目マンション計画調査対策委員会の協議状況 

【ワーキンググループ】 

  
 
 ○ 平成 19年 2月 9日（金） 
    「岡本二丁目マンション計画調査対策委員会合同（調査及び改善）ワーキング」 
     議題 ・岡本二丁目マンション計画調査対策委員会の設置について 
        ・調査対策委員会での協議概要について 
    「第 1回 岡本二丁目マンション計画調査対策委員会 調査ワーキング」 
     議題 ・リーダー及びサブリーダーについて 
        ・調査の対象範囲及び調査の手法について 
 
 ○ 平成 19年 2月 16日（金） 
    「第 2回 岡本二丁目マンション計画調査対策委員会 調査ワーキング」 
     議題 ・調査依頼について 
        ・現在までの事実経過について 
        ・事実経過のまとめ方及び今後の対応について 
 
 ○ 平成 19年 2月 22日（木）  
   「第 3回 岡本二丁目マンション計画調査対策委員会 調査ワーキング」    

     議題 ・事実経過の確認について 
        ・論点となる事項の経過書の作成について 
 
○ 平成 19年 3月 14日（水） 

    「第 4回 岡本二丁目マンション計画調査対策委員会 調査ワーキング」    
     議題 ・事実経過の確認について 

 
○ 平成 19年 3月 27日（火） 

    「第 5回 岡本二丁目マンション計画調査対策委員会 調査ワーキング」    
     議題 ・事実経過の確認について 

 
 ○ 平成 19年 11月 19日（月） 
    「第 1回 岡本二丁目マンション計画調査対策委員会 改善ワーキング」  
     議題 ・リーダー及びサブリーダーの選任について 
        ・事実経過に係る調査結果等について 
        ・改善ワーキングにおける今後の検討方法について 
 
○ 平成 20年 1月 17日（木） 

    「第 2回 岡本二丁目マンション計画調査対策委員会 改善ワーキング」 
     議題 ・検討すべき課題の抽出について 
  
 ○ 平成 20年 2月５日（火） 
    「第 3回 岡本二丁目マンション計画調査対策委員会 改善ワーキング」 
     議題 ・具体的な項目に基づく課題の検討について 
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○ 平成 20年 2月 1５日（金） 

    「第 4回 岡本二丁目マンション計画調査対策委員会 改善ワーキング」 
     議題 ・具体的な項目に基づく課題の検討について 
  
 ○ 平成 20年 4月 11日（金） 
    「第 5回 岡本二丁目マンション計画調査対策委員会 改善ワーキング」 
     議題 ・リーダー及びサブリーダーの選任について 
        ・いままでの検討経過について 
        ・今後の進め方について 
 
 ○ 平成 20年 5月 29日（木）  
    「第 6回 岡本二丁目マンション計画調査対策委員会 改善ワーキング」    
     議題 ・改善策の検討について 
 
 ○ 平成 20年 7月 10日（木） 
    「第 7回 岡本二丁目マンション計画調査対策委員会 改善ワーキング」  
     議題 ・改善策の検討について 
 
○ 平成 21年 1月 29日（木）  

    「第 8回 岡本二丁目マンション計画調査対策委員会 改善ワーキング」    
     議題 ・改善策の検討について 
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岡本二丁目マンション計画調査対策委員会  【１】 

 

（１９．２．５～１９．３．３１） 

 
構 成 役 職 名 氏    名 

１ 委員長 市  長 石 渡  德 一 

２ 副委員長 助  役 佐 野  信 一 

３ 副委員長 助  役 金 澤  政 弘 

４ 委 員 経営企画部長 戸 原  耕 蔵 

５ 委 員 行革推進担当担当部長 辻    正 

６ 委 員 世界遺産登録推進担当担当部長 原    節 子 

７ 委 員 総務部長    兵 藤  芳 朗 

８ 委 員  防災安全部長 植 手  次 雄 

９ 委 員  市民経済部長 進 藤   豊 

10 委 員 こども部長 石 井  和 子 

11 委 員  健康福祉部長 小 川  研 一 

12 委 員  環境部長 高 橋  理 男 

13 委 員  景観部長 安 田  浩 二 

14 委 員  都市計画部長 高 橋  保 信 

15 委 員  都市整備部長 石 川  吉 見 

１6 委 員  拠点整備部長 伊 藤  文 男 
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岡本二丁目マンション計画調査対策委員会  【２】 

 

（１９．４．１～２０．３．３１） 

 
構 成 役 職 名 氏    名 

１ 委員長 市  長 石 渡  德 一 

２ 副委員長  副 市 長 佐 野  信 一 

３ 副委員長 副 市 長 金 澤  政 弘 

４ 委 員 経営企画部長 戸 原  耕 蔵 

５ 委 員 行革推進担当担当部長 植 松  芳 子 

６ 委 員 世界遺産登録推進担当担当部長 原   節 子 

７ 委 員 総務部長    兵 藤  芳 朗 

８ 委 員  防災安全部長 石 川  吉 見 

９ 委 員  市民経済部長 相 澤 千 香 子 

10 委 員 こども部長 石 井  和 子 

11 委 員  健康福祉部長 小 川  研 一 

12 委 員  環境部長 勝 山   洋 

13 委 員  景観部長 安 部 川 信 房 

14 委 員  都市計画部長 安 田  浩 二 

15 委 員  都市整備部長 瀧 澤  由 人 

１6 委 員  拠点整備部長 伊 藤  文 男 
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岡本二丁目マンション計画調査対策委員会  【３】 

 

（２０．４．１～２１．３．３１） 

 
構 成 役 職 名 氏    名 

１ 委員長 市  長 石 渡  德 一 

２ 副委員長 副市長  佐 野  信 一 

３ 副委員長 副市長 金 澤  政 弘 

４ 委 員 経営企画部長  戸 原  耕 蔵 

５ 委 員 行革推進担当担当部長  安部川  信 房 

６ 委 員 世界遺産登録推進担当担当部長  譲 原   準 

７ 委 員 総務部長     兵 藤  芳 朗 

８ 委 員  防災安全部長  石 川  吉 見 

９ 委 員  市民経済部長  相 澤  千香子 

10 委 員 こども部長 小 村  亮 一 

11 委 員  健康福祉部長  石 井  和 子    

12 委 員  環境部長  勝 山   洋 

13 委 員  景観部長  土 屋  志 郎  

14 委 員  都市計画部長  伊 藤  文 男 

15 委 員  都市整備部長  高 橋   洋 

１6 委 員  拠点整備部長  瀧 澤  由 人    
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岡本二丁目マンション計画調査対策委員会  【４】 

 

（２１．４．１～    ）    

 
構 成 役 職 名 氏    名 

１ 委員長 市  長 石 渡  德 一 

２ 副委員長 副市長  佐 野  信 一 

３ 副委員長 副市長 金 澤  政 弘 

４ 委 員 経営企画部長  小 村  亮 一 

５ 委 員 世界遺産登録推進担当担当部長  島 田  正 樹 

６ 委 員 総務部長     兵 藤  芳 朗 

７ 委 員  防災安全部長  酒 川   学 

８ 委 員  市民経済部長  相 澤  千香子 

９ 委 員 こども部長 岡 部  富 夫 

10 委 員  健康福祉部長  石 井  和 子    

11 委 員  環境部長  勝 山   洋 

12 委 員  まちづくり政策部長  伊 藤  文 男 

13 委 員  景観部長  土 屋  志 郎  

14 委 員  都市調整部長  安倍川  信 房 

15 委 員  都市整備部長  高 橋   洋 

１6 委 員  拠点整備部長  瀧 澤  由 人    
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岡本二丁目マンション計画調査対策委員会 

調査チーム  【１】 

  

（１９．２．５～１９．３．３１） 

構 成 役 職 名 氏   名 

リーダー 助 役 佐 野  信 一 

サブリーダー 助 役 金 澤  政 弘 

メンバー 経営企画部長 戸 原  耕 蔵 

メンバー 行革推進担当担当部長 辻    正 

メンバー 総務部長 兵 藤  芳 朗 

メンバー 健康福祉部長 小 川  研 一 

メンバー 拠点整備部長 伊 藤  文 男 
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岡本二丁目マンション計画調査対策委員会 

調査チーム  【２】 

  

（１９．４．１～２０．３．３１） 

構 成 役 職 名 氏   名 

リーダー 副 市 長 佐 野  信 一 

サブリーダー 副 市 長 金 澤  政 弘 

メンバー 経営企画部長 戸 原  耕 蔵 

メンバー 行革推進担当担当部長 植 松  芳 子 

メンバー 総務部長 兵 藤  芳 朗 

メンバー 健康福祉部長 小 川  研 一 

メンバー 拠点整備部長 伊 藤  文 男 
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岡本二丁目マンション計画調査対策委員会 

調査チーム  【３】 

 

（２０．４．１～２１．３．３１） 

構 成 役 職 名 氏   名 

リーダー 副 市 長 佐 野  信 一 

サブリーダー 副 市 長 金 澤  政 弘 

メンバー 経営企画部長 戸 原  耕 蔵 

メンバー 行革推進担当担当部長 安部川  信 房 

メンバー 総務部長 兵 藤  芳 朗 

メンバー 健康福祉部長 石 井  和 子 

メンバー 拠点整備部長 瀧 澤  由 人 

 

 

（２０．９．１～２１．３．３１） 

構 成 役 職 名 氏   名 

臨時メンバー 都市計画部長 伊 藤  文 男 

臨時メンバー 都市整備部長 高 橋   洋 
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岡本二丁目マンション計画調査対策委員会 

調査チーム  【４】 

 

（２１．４．１～     ）   

構 成 役 職 名 氏   名 

リーダー 副市長 金 澤  政 弘 

サブリーダー 副市長 佐 野  信 一 

メンバー 経営企画部長 小 村  亮 一 

メンバー 総務部長 兵 藤  芳 朗 

メンバー 健康福祉部長 石 井  和 子 

メンバー まちづくり政策部長 伊 藤  文 男 

メンバー 拠点整備部長 瀧 澤  由 人 

臨時メンバー 都市調整部長 安部川  信 房 

臨時メンバー 都市整備部長 高 橋   洋 
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岡本二丁目マンション計画調査対策委員会 

改善ワーキンググループ【１】 

  

 

 

（１９．２．５～１9．３．３１）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１９．４．１～２０．３．３１）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役 職 名 氏   名 

経営企画課課長 小 村  亮 一 

行革推進課長 廣 瀬   信 

総務課長 内 藤  昭 二 

都市計画課長 飯 山   修 

都市景観課長 大 場  将 光 

都市整備総務課長 高 橋  鏡 二 

役 職 名 氏   名 

土地利用調整担当担当課長 石 井  康 則 

経営企画課課長 小 村  亮 一 

行革推進課長 廣 瀬   信 

総務課長 内 藤  昭 二 

都市計画課長課長 飯 山   修 

都市景観課長 大 場  将 光 

都市整備総務課長 米 木  弘 行 
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岡本二丁目マンション計画調査対策委員会 

改善ワーキンググループ【２】 

  

 

 

（２０．４．１～２１．３．３１）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      （２０．９．１～２１．３．３１）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役 職 名 氏   名 

土地利用調整担当担当課長 石 井  康 則 

経営企画課課長代理 征 矢  剛一郎 

行革推進課長 廣 瀬   信 

総務課長 内 藤  昭 二 

都市計画課長課長代理 遠 藤   哲 

都市景観課長 比留間   彰 

都市整備総務課長 小 磯  一 彦 

役 職 名 氏   名 

開発指導課長（臨時メンバー） 大 場  将 光 

都市調整課長（臨時メンバー） 甘 粕   潔 

道水路管理課課長代理 

（臨時メンバー）
稲 葉  一 男 
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岡本二丁目マンション計画調査対策委員会 

改善ワーキンググループ【３】 

  

 

 

（２１．４．１～      ）   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役 職 名 氏   名 

経営企画課長 嶋 村  豊 一 

行革推進課長 廣 瀬   信 

総務課長 内 藤  昭 二 

まちづくり政策課長 石 井  康 則 

都市景観課長 比留間   彰 

都市整備総務課長 小 磯  一 彦 

開発指導課長（臨時メンバー） 大 場  将 光 

都市調整課長（臨時メンバー） 甘 粕   潔 

道水路管理課長 

(臨時メンバー）
稲 葉  一 男 




